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認定こども園どんぐり保育園のしおり（重要事項説明書） 

〈令和７年度版〉 

１  運営主体  

運営者の名称 株式会社サーブ 

代表者氏名 代表取締役 井野雄徳 

所在地 姫路市大塩町汐咲１丁目８－１ 

電話番号 ０７９-２４７-７６６６ 

 

２  どんぐり保育園の概要  

名称 認定こども園 どんぐり保育園 

所在地 姫路市大塩町汐咲２丁目１番地 

電話番号  ０７９－２５４－３８８６ 

施設長氏名 施設長 橋本芽生          

開設年月日 平成２２年４月 

利用定員 

 

１号認定子ども（教育標準時間認定） １５人 

２号認定子ども（保育認定） ６０人 

３号認定子ども（保育認定） ４０人 

本園の基本理念・方

針 

幼児期は感受性が高く、人としての基礎が出来る時期です。知識だけではな

く、経験を通して、考える力 共感する力を養います。本物を提供することに

よって、写真を撮るように心と頭に入ってゆく時期です 

１：小学校に行って集団教育の中でしっかり自立して頑張れる子を育てる。 

２：よき日本人・よき社会人になれるように基礎になる人間性を養う。 

理念：①本物を知って取り込める子どもにする 

②各個人の発達を徹底的に伸ばす 

③自分で考え、実行できる子どもになるような子どもに育てる 

④他人に共感できる子どもになるように育てる 

⑤精神的・思考的に伸びてゆくこどもになるように育てる 

 

３ 施設の概要  

敷地 面積 ２３５２．７８㎡ 

園舎建物 

遊戯室 

・鉄骨造 1階建て 延べ床面積 ６８１．０５㎡ 

・鉄骨造 2階建て 延べ面積４０６．６１㎡ 

主に使用する施

設の内容 

・乳児室・ほふく室 2室 面積  ９７．０９㎡ 

・保育室 4室 面積  ２５８．７２㎡ 

・遊戯室 1室 面積  ２２２．７１ ㎡ 

・園庭   面積  ６２４．９０㎡ 

・調理室  面積 ２１．５㎡ 

・便所   面積  ７３．００㎡ 

設備の種類 冷暖房 有り 
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４ 利用定員ごとの教育・保育の提供する曜日・時間・休園日 

【1号認定子ども（教育標準時間認定）】 

提供する曜日 月曜日から金曜日まで 

教育標準時間 午前９時００分から午後３時３０分 

預かり保育 

 

月曜日～金曜日：教育時間終了後～１８時３０分  （別途追加料金あり） 

土曜日：７時３０分～１８時３０分  （別途追加料金あり） 

休園日 日曜日・祝祭日            夏休み（８月１０日～８月１7日）   

冬休み（１２月２2日～１月４日）  春休み（３月２0日～４月４日） 

 

【２号認定子ども・３認定子ども（保育認定）】 

提供する曜日 月曜日から土曜日まで 

保育時間 【保育標準時間認定を受けた方】 

午前７時３０分～午後６時３０分（１１時間） 

【保育短時間認定を受けた方】 

午前８時３０分～午後４時３０分（８時間） 

延長保育 【保育標準時間認定を受けた方】 

保育時間終了後～午後７時３０分まで （別途追加料金あり） 

【保育短時間認定を受けた方】 

午前７時３０分～午前８時３０分（朝延長） １６時３０分～午後１８時３０分（夕延長） 

休園日 年末年始（１２月３１日～１月３日）及び日曜・祝日 

 

 

５ 職員体制（令和7年4月1日現在） 

職名 人数 

名誉園長 １人 

園長 １人 

主任保育士 １人 

保育士 １３人以上 

英語講師（子育て支援員） １人 

管理栄養士 １人 

事務員 １人 

調理員 ３人 

嘱託医 １人 

嘱託歯科医 １人 
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６ 年間行事予定  

月 行 事 内 容 

４月 入園式 懇談会                      健康診断 

５月 保育参観日                         健康診断 

６月 歯科検診                          健康診断  歯科検診 

７月 お楽しみ会（５歳） 水遊び               健康診断 

８月 保育参観日                         健康診断 

９月 防災センター 給食参観                 健康診断 

１０月 運動会  バス遠足                    健康診断 

１１月 保護者個別懇談会   かけ足大会         健康診断  集団予防接種 

１２月 発表会 クリスマス会                   健康診断 

１月 カルタ大会                         健康診断 

２月 豆まき  バス遠足                   健康診断 

３月 お別れ会  卒園式                   健康診断 

 

７ 給食について  

給食の方針 ①栄養バランス  ② よい材料   ③おいしさ   ④地産地消 

どんぐり保育園は、３点を給食のコンセプトにし、そのバランスをとても大切に

考えています。なぜなら、成長・発達が著しい乳児期・乳幼児期の食事は、体

と心（脳）の健康の基礎を作り出す大切なものだからです。６０兆個の細胞の

ひとつひとつが栄養を欲しがっています。十分な栄養を吸収した細胞が活発

に活動し、子どもたちは賢く元気な体に成長します。 

『良い食習慣』 『楽しい給食』を目指してします。栄養は、園児の年齢に合っ

た、1日の４５％～５０％の量が摂れるように献立を作成しています。 

昼食・おやつ 保護者の方へは、毎月２０日に翌月の献立表をお配りします。 

おやつは、手作りおやつを週２回程度提供しています。 

アレルギー等へ

の対応 

アレルギーが疑われる場合、医師の診断書（又は指示書）を提出してくださ

い。個別にご相談の上、診断書（又は指示書）に基づき本園で除去可能な物

は除去食・代替食で対応致します。 

食器の色分けで誤配膳を防止するほか、職員同士の声かけ等で食事中に誤

食が発生しない体制を整えています。 

衛生管理 ・国の大量調理施設衛生管理マニュアルに沿って衛生管理を行います。 
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８ 保護者と保育園の連絡について  

本園では、お子様が毎日健康で元気に過ごすためには、保護者と園が十分にコミュニケーションを取り、協力

し合うことが大切であると考えております。 

園での状況やご家庭での状況を相互連絡し合うために、乳児クラスでは連絡帳を活用します。 

また、ブログで園の様子も公開していますのでご覧ください。 

（１） 体温、体調、食事、遊び、覚えたこと、挑戦していること、失敗したこと、排便状況など、お子様のご家庭

での様子もできるだけ詳しくお知らせ下さい。 

（２） 毎月２０日に、園だよりを発行します。園だよりでは行事や連絡事項、注意事項などをお知らせします。 

 

９ 健康診断について 

毎月１回、嘱託医が健康診断を、年１回嘱託歯科医が歯科健診を実施します。結果について、連絡票に記載

しご家庭にお知らせします。 

（１） 毎月、身長・体重を測定し、連絡帳に記載しご家庭にお知らせします。 

 

１０ 利用していただく上で留意していただくこと 

登園は９時３０分までにお願いします。１０時００分よりクラス活動が始まります。 

（１） 当日に欠席の連絡、又は登園が遅れることを連絡する場合、９時までに電話でご連絡ください。 

（２） １８時３０分までのお迎えをお願いします。緊急の場合で、お迎えが遅れる時には、必ず１８時００分まで

に電話連絡をお願いします。（連絡がなくても１８時３０分以降は延長３,５００円/月額がかかります。） 

（３） お子様の体調を知るために、ご家庭で毎朝の検温を必ずお願いします。登園前に、ご家庭で①機嫌の

善し悪し ②食欲の有無 ③発熱の有無 ④排便の状態など、いつものお子様と様子が異なっていない

か確認してください。 

（４） 麻疹（はしか）・水痘（水ぼうそう）・流行性耳下線炎（おたふくかぜ）・インフルエンザ等の学校保健法で指

定の感染症にかかった場合は、登園停止期間を経過し、医師の確認により許可が出れば登園可能で

す。（診断書等は必要ありません。） 

（５） 熱が３７．５℃以上ある場合、又は嘔吐下痢の場合は登園を控えご自宅で休養を取ってください。 

登園後３７．５℃を超えた場合や園で嘔吐・下痢が出た場合は、お迎えの連絡をさせていただきますので、 

すみやかにお迎えに来てください。 

（６） お薬に関しては、朝・夕2回の処方をお医者様にお願いしてください。持病等がある方は、園にご相談下

さい。 

 

延長時間の利用について 

保護者の仕事及び家庭状況、あるいはお子様の心身の発達状態をもとに決定しますので、保育時

間の延長を希望する保護者は、延長保育利用申込書と保育依頼表を園長に提出してください。 

・両親の保育依頼予定表に基づき、延長保育の依頼をお受けします。 

      ・保育依頼表は毎月２５日までに保育園に提出していただきます。 

 

１１ 賠償責任保険の加入 （三井住友海上保険） 

・施設・施設業務 １事故につき ３億円 １名につき３千万円  

・生産物（給食）  １事故につき ３億円 １名につき３千万円 
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１２ 緊急時の対応について   

（１） 保育中に容態の変化などがあった場合、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、嘱託

医又は主治医に連絡を取るなど必要な措置を講じます。 

（２） 保護者と連絡が取れない場合は、乳幼児の身体の安全を優先させ、当園が責任を持って、しかるべき

対処を行いますので、あらかじめご了承ください。 

（３） 井野病院で対応できない時は、保護者の方に他の医療機関を受診していただく事もございますので、

その際は、ご協力お願い致します。 

嘱託医 医療法人汐咲会 井野病院 

院長 井野 隆弘 

住所：姫路市大塩町汐咲１丁目２７番 

 

１３ 非常災害時の対策・防犯対策  

消防計画 平成２９年３月策定、届出済 

防火管理者 橋本 芽生   （資格：甲種防火管理者） 

避難訓練等 避難及び消火を想定した訓練を月１回実施します。 

消防署立会の総合訓練を年１回実施します。 

津波地震避難訓練を年２回実施します。 

防災設備 自動火災探知機、煙感知器、誘導灯、消火器を備えています。 

防犯設備 警備会社による警戒、防犯カメラ、自動鍵、さすまたを備えています。 

避難場所 津波からの避難の場合、しおさきヴィラ５Ｆ 

 

＜気象警報発令時の対応について＞ 

警報時も受け入れ対応いたします。 

ただし、警報時には園児の安全の為、自宅待機ができる方は家庭での保育をおねがいします。 

１号認定児童はお休みになります。 

【大塩地域が高潮特別警報・避難準備・避難勧告・避難指示発令の場合】は休園になります。 

 

１４ 保育内容に関するご相談・ご意見・ご要望・苦情  

保育内容等に関するご相談・ご意見・ご要望・苦情がありましたら、下記の窓口まで、面接・文書・電話な

どの方法で相談・苦情を受付します。 

どんぐり保育園 電話番号 ０７９－２５４－３８８６ 

・相談・苦情受付担当者  木村雅子 

・相談・苦情解決責任者  橋本芽生 

受け付けた苦情等は、適切に対応し、改善状況についてお知らせします。 

【第三者委員】 

      松尾育代 様   姫路市大塩町汐咲２－８    電話番号 ０７９－２５４－０４４５ 

      大塚節美 様   姫路市大塩町２２９        電話番号 ０７９－２５４－０３５１ 
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１５ 個人情報の保護について 

（１） 本園は、就業規則や個人情報保護規程で個人情報保護の規定を定めており、それに沿って個

人情報を厳重に管理します。 

（２） 教育・保育の提供に当たって職員が知り得た個人情報、秘密は、法令による場合を除くほか、 

保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。 

 

１６ 保護者負担について  

  （１）入園後の費用負担 

   保護者の方は、入園後、以下の費用について負担をお願いします。 

① 毎月の保育料：認定区分ごとに園児が居住する市町村が定める額 

② お稽古代： ５・４歳児 ７,５００ 円/月 （内スイミング代４,０００円）     

３歳児 ２,７００円／月        ２歳児 ２,３００円／月  

③ 預かり保育料（１号認定）  平日 ４００円／１日  土曜日 ８００円／１日 

④ 延長保育料（２号認定・３号認定） ３,５００円／月 ※1分超過でも月額料金がかかります。 

⑤ 実費負担額  

1号認定児童  給食費 ５,１００円／月 （内訳 主食費７００円／月  副食費４,４００円／月） 

２号認定児童  主食費 １,０００円／月   副食費 ５,４００円／月 

   ⑥ その他 

 保育の便宜のため、次の費用について実費を負担いただきます。これらの費用は、その都度

書面でお知らせします。 

・新学期用品： 別途詳細は書面でお知らせします。 

・制服代・かばん代・教材費 

・紙パンツ代 

・遠足代や園外保育交通費 

・卒園アルバム代  

・お子さんの所有又は専用する物品等で、別途書面によりお知らせする費用の実費 

・運動会等の行事記念品代（一人２５０円／月） 

（２） 上記の保育料は、ゆうちょ銀行登録口座から毎月20日に引き落としとします。 

例） ４月保育料➡４月２０日引落し    

（３）その他の負担額は、月初の請求により保育料と一括で、口座引き落としとします。 

※口座未登録の方につきましては、登録完了までの期間（2～3週間）は現金で集金します。 

※領収日に園児のシール帳に領収印を押印します。 

※領収書発行を希望される方は申し出てください。 

※基本的には、保育園での現金の受け渡しは行いませんので保育料の遅延・滞納のないように

ご協力ください。 

 （４）その他の負担額は、月初の請求により保育料と一括で、口座引き落としとします。 

（５）保育料及び給食費等を３ヶ月以上滞納し、督促にも応じない場合の継続利用はできません。 

（６）お稽古代に関しては月額定額での引き落としになります。日割りや割引等は出来ません。 

ただし、持病により医師の診断で参加できないスイミングに関しては、事前の申請により月単位で

の割引対応があります。 


